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会 議 の 概 要 

開会　１４時５５分 

 

開 会 

教 育 長（岸正博君）出席委員、全員でありますので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第３項の規定に基づき、会議は成立いたします。 

　　それでは、ただいまより令和８年第５回藤岡市教育委員会定例会を開会します。 

　　初めに、議事録署名人の指名を行います。藤岡市教育委員会会議規則第２０条第１項

に基づき、小島書記を指名します。 

 

 

日程第１　第４回定例会の議事録の承認 

教 育 長（岸正博君）日程第１、第４回定例会の議事録の承認についてですが、各委員に

おかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）第４回定例会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）第４回定例会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第２　教育長の諸報告 

教 育 長（岸正博君）日程第２、教育長の諸報告についてですが、私から報告します。 

教 育 長（岸正博君）最初に教育総務課です。 

給付型の奨学金制度であります、看護師育成奨学金ですが、令和８年度の申請者は１

０名でした。同じく給付型奨学金の千美文化芸術奨学金の申請者は２名でした。 

　　４月１４日に奨学資金運営委員会を開催し、看護師育成奨学金は１０名中４名、千美

文化芸術奨学金は２名が「奨学金の給付が適当と認められる」との結果となりましたの

で、本日の定例会に議案を提出しております。このあとご審議をいただきますのでよろ

しくお願いします。 

 

次に学校教育課です。 



2

４月１日、教育庁舎において辞令交付式を行いました。教育委員の皆様には、年度初

めのご多忙な折、ご臨席を賜り厚く御礼申し上げます。当日は、管理職をはじめ、他市

町村からの転入教職員、意欲に溢れた新採用教職員らに辞令を交付いたしました。各学

校が新体制のもと、本市が進めてきた「コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫

教育」を土台とし、さらにＥＳＤの視点を加えた「持続可能な社会の創り手」の育成に

向け、全力で取り組むことを期待しております。 

翌２日には、同会場にて退職辞令交付式を行いました。昨年度末をもって８名が退職

され、式には５名が出席いたしました。本市・本県の教育発展のために捧げられた長年

のご尽力に対し、深く感謝の意を表します。 

７日の始業式・入学式につきましては、各校から「子どもたちが希望に満ちた表情で

登校していた」との報告を受けております。新しい出会いを通じて、子どもたちが充実

した一年を過ごせるよう、市としても支援を惜しまない所存です。 

１０日には、第１回コミュニティ・スクール連絡協議会を開催いたしました。各一貫

校の委員が一堂に会し、委嘱状の交付とともに、今年度の活動方針を共有しました。そ

の後の分科会（評価・広報・連携推進）では、委員の皆様による熱心な協議が行われ、

地域と学校の「横のつながり」の重要性を改めて確認する貴重な機会となりました。 

１３日には、全教職員を対象にリモートでの教育方針説明会を実施いたしました。藤

岡教育の核である「学びのつながり」を意識した授業づくりを継承しつつ、カリキュラ

ム・マネジメントやＥＳＤの推進、誰一人取り残されない学びの保障など、今年度の重

点事項を直接伝達いたしました。 

１６日の教育研究所開所式では、８名の研究員を任命しました。市が直面する教育課

題の解決と、研究員自身の資質向上を図り、その成果を現場へ還元していきます。また、

１７日には若手及び転入教員の研修を行いました。本市の教育文化をいち早く理解し、

子どもたちが主体的に学ぶ授業を創造できるよう、伴走型の研修を継続していきます。 

４月７日現在の児童生徒数、学級数、教職員数について、児童生徒数は小学校２，３

０９名、中学校１，３６７名、計３，６７６名です。昨年度に比べて減が１７９名です。 

学級数について、小学校１２５学級、中学校５７学級、計１８２学級、昨年度に比べ

て減が２学級です。 

職員数（県費常勤教職員数）について、小学校２０３名、中学校１２０名、計３２７

名、昨年度に比べて減が２名です。 

次に生涯学習課です。 

４月８日に太極拳教室を総合学習センターで開講し、７７名の方が受講しました。今
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年度も各種教室の開催を予定しており、生涯学習の推進を図ります。 

４月１０日には子ども会育成団体連絡協議会の総会が開催され、令和７年度の事業報

告や決算報告及び令和８年度の事業計画や予算が承認されました。 

３月の総合学習センター利用状況は、文化施設利用２５３団体３，０２２人、体育施

設利用２０７団体１，７３６人で、合計４６０団体４，７５７人でした。 

次に文化財保護課です。 

現在、藤岡歴史館では春季企画展「ＦＲＯＭ１９０１ＴＯ１９２７－高山社蚕業学校

の時代－」を開催中であり、開始から半分程度過ぎたところで、来場者数は４月１５日

までで計９５０人でした。中でも４月初旬は七輿山古墳の桜が見頃であったため、来場

者も多めでした。このあと、５月１７日日曜日まで開催予定です。 

埋蔵文化財発掘調査関係では、保美地区遺跡群発掘調査について４月中に群馬県と今

年度の契約をしており、発掘調査の準備を進めております。 

世界遺産高山社跡関係では、令和７年度の工事予定であった基礎設置について、史跡

の保護に支障があることが判明したために、急遽予定を変更して発掘調査を行いました。

現在は発掘成果をもとに、基礎設置の変更案を作成しております。令和８年度は、変更

案をもとに文化庁と協議を行い、工事を進めていく予定であります。 

３月の高山社跡及び藤岡歴史館の入場者数は、高山社跡５５８人、藤岡歴史館は７５

４人でした。令和７年度の年間利用者数は高山社跡が８，１６６人、藤岡歴史館は８，

２８４人でした。 

また、デジタル博物館３月のアクセス数は４，４６２件で、令和７年度は合計１１６，

９４４件でした。 

次にスポーツ課です。　 

大会関係では、４月５日に第５０回藤岡市民ソフトボール春季大会、４月１２日に第

６６回藤岡市民ライフル・スラッグ射撃大会、４月１５日に第４９回藤岡市民ゴルフ大

会の計３大会が開催され、延べ１８６人が参加しました。 

教室関係では、４月４日に知的障がい者水泳教室と陸上競技教室、４月６日に初心者

グラウンドゴルフ教室、４月８日に健康・体力づくり教室（前期）、４月１４日に日常

生活筋力アップ教室、４月１５日にパークゴルフ教室の計６教室が開講し、延べ２７３

人が参加しております。 

最後に学校給食センターです。 

市外へ通学している児童生徒６４人とアレルギー等により学校給食の提供を受けるこ

とができない児童生徒１５人について、令和７年度藤岡市学校給食費補助金が３月２５
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日に確定いたしましたので、４月１５日に７９人の児童生徒保護者口座へ振込を行いま

した。 

今年度の給食は、４月７日より中学２年生と３年生を対象に開始いたしました。小学

生と中学１年生は入学式の翌日４月８日から開始、県立藤岡特別支援学校は４月９日か

ら開始しております。本年度も安全安心を第一に給食の提供を実施してまいります。 

　　以上、教育長報告といたします。 

教 育 長（岸正博君）ただいまの諸報告について、ご質問がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）質問もないようですので、教育長の諸報告を終わります。 

 

 

日程第３　議案第２６号　藤岡市看護師育成奨学金の給付決

定に同意することについて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第３、議案第２６号、藤岡市看護師育成奨学金の給付決

定に同意することについては藤岡市情報公開条例第６条第１号に該当いたしますので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書及び藤岡市教育委員

会会議規則第１７条ただし書の規定により、議事を非公開といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、本案件については非公開といたします。 

それでは事務局より議案第２６号について説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第２６号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）藤岡市看護師育成奨学金給付制度は平成２６年度より実施しており、優秀な

素質を有するにもかかわらず、経済的理由により大学での修学が困難と認められた者に

対して奨学金を給付し、看護師人材を確保することを目的としています。なお、大学は

市内の大学に限られています。 

　　令和８年度の申込みは２月２日から３月３１日までの期間に、１０名の申込みがあり

ました。 

　　４月１４日に、藤岡市奨学資金運営委員会が開催され、審査表記載の１０名について

は全員が給付の要件を満たしておりますが、藤岡市看護師育成奨学金給付規則第３条の

「予算の範囲内において給付する」規定により今年度の予算である４名について給付す

ることから、審査表に色付けした４名について「給付することが適当である」との意見



5

をいただきました。４名の選出理由ですが、奨学金の給付目的である経済的な理由によ

り大学での修学が困難であると認められる者に給付することを優先事項として、審査表

の真ん中より右寄りに「貸与等要件基準額」の欄がありますが、その上段の額がより少

ない世帯から優先し色付けした４名としたものです。給付額は月額３０，０００円で４

年間給付され、返済の必要はありません。 

教 育 長（岸正博君）ただいま事務局より議案第２６号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）１０名のうち４名が支給対象で、黄色く色が付いている人が対象

ですか。 

教 育 長（岸正博君）黄色く色付けされている人が対象者です。 

他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第２６号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第２６号、藤岡市看護師育成奨学金

の給付決定に同意することについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第４　議案第２７号　藤岡市千美文化芸術奨学金の給付

決定に同意することについて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第４、議案第２７号、藤岡市千美文化芸術奨学金の給付

決定に同意することについては、藤岡市情報公開条例第６条第１号に該当いたしますの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書及び藤岡市教育

委員会会議規則第１７条ただし書の規定により、議事を非公開といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、本案件については非公開といたします。 

　　それでは事務局より議案第２７号について説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第２７号について朗読及び概要を説明する。 



6

（説明内容）藤岡市千美文化芸術奨学金給付制度は、市内在住で長く教員を務められた方

とその配偶者の方からの寄附金によって設立された藤岡市千美文化芸術奨学基金を原資

とした給付型の奨学金制度です。芸術系大学で修学する学生を支援し、奨励することを

目的としています。１人１回１００万円のまとまった給付を行うことで学費だけでなく、

教材費、作品制作費、レッスン代など様々な用途に活用できるものとなっております。

給付対象者は芸術系大学に入学し第１学年に属する方ですが、制度開始の令和７年度に

おいては新入学生だけでなく在学生も対象とした経緯があります。 

　　令和８年度は２月２日から３月３１日までの申込み期間中に、２名の申込みがありま

した。４月１４日、藤岡市奨学資金運営委員会が開催され、審査表記載の２名について

給付の要件を満たしていることから「給付することが適当である」との意見をいただき

ました。なお、こちらの奨学金についても、予算の範囲内での給付が規定されておりま

すが、今年度の予算は１０名分措置しておりますので２名について予算の範囲内で給付

が可能です。奨学金は一括で給付され、返済の必要はありません。 

教 育 長（岸正博君）ただいま事務局より議案第２７号について説明がありました。ご質

疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）小論文についてですが、テーマは二人とも同じテーマですか。学

科は違いますよね。 

教 育 長（岸正博君）教育総務課長。 

教育総務課長（山下由希子君）テーマは二人とも同じです。学校は違いますが、将来何を

したいかなど昨年度と同じテーマで書いてもらいました。 

教 育 長（岸正博君）秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）得点については何点以上というのがあるのですか。 

教 育 長（岸正博君）教育総務課長。 

教育総務課長（山下由希子君）得点は付けてもらいますが、そういった規定はありません。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

　　藤田委員 

委　　員（藤田恵子君）看護師育成奨学金は、１０名中４名、千美文化芸術奨学金は２名

が該当とのことですが、今年度は１年で１０名分の予算があったのですか。もっと普及

して手を挙げる方が多くても良かった奨学金と考えても良いのですか。 

教 育 長（岸正博君）教育総務課長。 

教育総務課長（山下由希子君）千美文化芸術奨学金については１０名分の予算を取ってお
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りますので２名以上で予算の範囲の申込みであれば支給は可能です。 

教 育 長（岸正博君）藤田委員。 

委　　員（藤田恵子君）来年１０名以上申込みがあった場合は、今年の予算が来年度使え

るということはあるのですか。 

教 育 長（岸正博君）教育総務課長。 

教育総務課長（山下由希子君）予算は繰越し出来ませんので、今年度予算は来年度使用す

ることはできません。 

教 育 長（岸正博君）他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第２７号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第２７号、藤岡市千美文化芸術奨学

金の給付決定に同意することについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第５　議案第２８号　藤岡市学校給食センター管理及び

運営に関する規則の一部改正に

ついて 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第５、議案第２８号、藤岡市学校給食センター管理及び

運営に関する規則の一部改正について事務局より説明をお願いします。 

学校給食センター所長（木島尚美君）議案第２８号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）藤岡市学校給食センター管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて、ご説明申し上げます。 

この一部改正は、第９条の２第２項で規定する給食費の年額について、本市で無償の

対象外としている市民以外の児童生徒のうち児童の給食費について、群馬県市町村給食

費負担軽減補助金が市内外の住所要件を問わず在籍児童１人当たり県が定める基準額５，

２００円の１１ヶ月分を対象経費として市へ支弁されることから、県から市へ交付が見

込まれる相当額を本市の給食費から控除し、保護者の負担軽減を図るために改正するも

のでございます。 

また、第１１条で規定する給食費の減額算定で用いる給食費の日額について、今回の
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改正に伴い給食費日割単価を求める必要が生じたため、第１１条第１項及び第２項を改

めるほか、減額する額を規定する別表第２中、「別表第１に定める給食費の日額」と

「給食費の日額」を「給食費日割単価」に改めるものであります。 

なお、施行日は公布の日からとし、令和８年４月１日から適用とさせていただきます。 

教 育 長（岸正博君）ただいま事務局より議案第２８号について説明がありました。ご質

疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）もう少し具体的に分かりやすく説明をお願いします。 

教 育 長（岸正博君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）児童の給食費については、令和８年４月１日から国

県によって市に一人当たり５，２００円×１１か月分、年間ですと５７，２００円が支

弁されることになりました。これまで藤岡市は令和６年度から児童生徒の給食費を無償

化としておりますが、藤岡市民以外の児童生徒からは給食費をいただいておりました。 

中学生については、国県の支援制度はまだありませんが、市外から通学する児童の分

についても国県から支弁されることとなったため、年間５７，２００円と藤岡市の今年

度の小学生の給食費６１，４４０円との差額４，２４０円だけを負担していただくこと

とするための規則改正となります。 

教 育 長（岸正博君）秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）これはアレルギーとか例えば牛乳が飲めないとかカカオナッツが

入っている物が食べられないとかそう言った子どもに対してバックをするとかというこ

となのですか。 

教 育 長（岸正博君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）今回は補助をするものではなく、令和６年度から藤

岡市で給食費を無償化にしているのは市民だけですが、市外から通ってきている児童に

対して、今回国県の制度が藤岡市立小学校に在籍する児童についても支弁される制度と

なりましたので、国県から市へ支弁される分との差額だけ負担していただくような改正

となります。 

暫時休憩願います。 

１５時２４分休憩　　　 

 

　　１５時２６分再開 

教 育 長（岸正博君）休憩前に引き続き会議を開きます。 




